
令和６年度　指定管理者制度導入施設の管理運営状況に関する評価調書 

（評価対象期間：令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 
 
 

 
 
第１　施設概要及び指定管理者 

 

１　施設概要 

 

２　指定管理者 

 
第２　評価結果 

 

　指定管理者による管理運営状況の評価は，施設の維持管理等の業務について仕様書等に定めら

れた要求水準を満たしているかどうか（業務の要求水準達成度に関する評価），提供されるサービ

ス等について利用者の満足を得られているかどうか（利用者の満足度に関する評価）の２つの観

 所管部署 都市計画部公園緑地課

 
名　　称

都市公園（千波公園（テニスコート），青柳公園，総合運動公園，大塚池公園（野球

場），東町運動公園，東部公園及び植物公園を除く。）及び児童遊園

 所 在 地 市内一円

 
設置根拠

都市公園　水戸市都市公園条例 
児童遊園　水戸市児童遊園条例

 
設置目的

都市公園　公共の福祉の増進 
児童遊園　児童の健康を増進し，情操を豊かにする

 
施設内容

都市公園　135 施設 
児童遊園　324 施設

 利用料金制 □有　　　　■無

 選定方法 非公募

 名　　称 一般財団法人水戸市公園協会

 構 成 員 　－

 所 在 地 茨城県水戸市千波町 508 番地の 59

 指定期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日（５年間）

 
業務内容

(１)都市公園の維持管理に関すること 
(２)児童遊園の維持管理に関すること

 
その他

〔これまでの指定管理者〕 
・一般財団法人水戸市公園協会（非公募） 
平成１８年４月１日～令和３年３月３１日（３期１５年間）　



点から行い，要求水準を達成している場合は「適正」，不十分であり改善が必要な場合は「要改善」

の判定を行っています。また，２つの観点からの評価を総合した総括評価については，簡明さ等

の便宜上，５段階による判定を行っています。 

本評価の実施目的は，指定管理者自らがその結果等の検証を通して，課題や問題点を把握し，

主体的に改善に取り組むことにより，施設運営の適正化を図ることにあります。そのため，「要改

善」とされた事項がある場合には，施設所管課の指導・監督の下，計画的に改善を図っていくも

のとします。 

　なお，評価において「要改善」とされた事項については，その具体的な指摘の内容，指定管理

者による改善に向けた取組方針，状況等を下記の「第３　要改善事項に関する指定管理者の取組

状況」に記載してあります。 

 

 

１　業務の要求水準達成度に関する評価 

 
評価項目　及び　評価の主な視点

所管課の評価

 適正 要改善

 (1) 管理業務の実施状況に関する評価

 ア　都市公園等の維持管理に関すること

〇

 ・植物管理業務を適切に行っているか。 

・植物管理を業務委託した場合，適切な管理を行っているか。 

・清掃業務を適切に行っているか。 

・保守点検業務を適切に行っているか。 

・警備業務を適切に行っているか。 

・日常点検・定期点検業務を適切に行っているか。 

・修繕業務を適切に行っているか。 

・公園の維持管理等における苦情・要望等対応業務を適切に行っている

か。 

・公園利用等調査業務を適切に行っているか。 

・不測の事態に対応する業務を適切に行っているか。 

・公園使用調整業務を適切に行っているか。 

・受付・案内業務を適切に行っているか。 

・申請書の受付及び予備審査業務を適切に行っているか。 

・使用方法等指導業務を適切に行っているか。 

・不正使用等の指導業務を適切に行っているか。 

・使用許可台帳整理業務を適切に行っているか。 

・公園利用の促進業務を適切に行っているか。

 イ　市長が都市公園等の管理上必要があると認めること

〇  ・公園愛護会の育成及び指導業務を適切に行っているか。 

・緑化愛護団体等の活動への協力業務を適切に行っているか。 



 
 
２　利用者の満足度に関する評価 

 ・緑化推進事業を適切に行っているか。

 ウ　その他

○
 ・仕様書及び協定書に基づき，市への業務報告を適切に実施しているか。 

・個人情報の保護等の取組を適切に実施しているか。 

・市の推進する施策等に機動的に協力することができているか。

 (2) 管理運営体制の継続性，安定性に関する評価

 ア　組織，職員配置に関すること

〇

 ・管理運営に必要な組織を設置し，有資格者を含め，適正に職員を配置し

ているか（運営組織及び職員配置の状況については，別紙２「施設の運営

組織及び職員配置」※添付省略を参照）。 

・職務遂行能力の向上に必要な職員研修を適切に実施しているか。

 イ　財務事務の処理に関すること

〇

 ・第三者への業務委託等に係る契約事務を適切に執行しているか。 

・経理事務を適切に執行しているか（帳簿の整理，支払証拠書類等の保管

等）。 
・物品の管理を適切に実施しているか。

 ウ　事業収支に関すること

〇
 ・収支決算は収支計画書の内容と大きな隔たりが生じていないか（収支決

算の状況については，別紙３「収支報告書」を参照）。 
・過大な支出や事業目的に合致しない支出が含まれていないか。　

 (3) サービス向上の取組に関する評価

 ア　指定管理者が提案したサービス向上に資する事業に関すること

〇  ・提案事業を計画どおり実施しているか。 

・提案事業の内容はサービス向上に寄与しているか。

 
評価項目　及び　評価の主な視点

所管課の評価

 適正 要改善

 (1) 利用者アンケートに関する評価

 ア 利用者アンケートの結果に関すること

○

 ・令和６年度の利用者アンケートの結果，公園の管理などの６項目につい

て，おおむね利用者の満足が得られているか（アンケートの調査結果につ

いては，別紙４「令和６年度アンケート結果」※添付省略を参照）。 

【判断基準】 

「とても良い」及び「良い」等の割合が 50％以上，かつ「悪い」及び「と

ても悪い」等の割合が 10％以下 

【アンケートにおける調査項目】 



 
 
３　総括評価 

 

 　〇草や木の管理 

　〇遊具や水飲み場などの管理 

　〇トイレの清潔さ 

　〇公園内の案内や注意等の表示 

　〇再利用の意向 

　〇公園協会のイベント

 イ　利用者のアンケート結果の活用状況に関すること

〇  ・前年度の利用者アンケートの結果において，利用者から改善を求められ

た事項について，改善を図るなど適正に対応しているか。

 評価 所見

 

Ｂ＋

・　都市公園等の維持管理については，植物管理，遊具等の施設の保守を含め, 仕様

書に定められた要求水準を満たしている。緊急時の対応マニュアルやホームペー

ジ等を活用した開花状況等のリアルタイムな情報提供など, 一部の項目について

は, 今後もブラッシュアップを行い,より良い内容となることに期待したい。 

・　市長が都市公園等の管理上必要と認めることについては，おおむね仕様書に定め

られた要求水準を満たしているが，その他の事項の業務報告において，事業計画書

の記載内容が仕様書に沿った運営計画として十分でないため，内容の見直しが必

要である。 

・　組織・職員配置，財務事務，経理事務，物品の管理，事業収支に関することにつ

いては，適正に行われており要求水準を満たしている。 

・　指定管理者が提案したサービス向上に資する事業については，利用者アンケート

の結果による満足度から要求水準を満たしていると言える。 

・　上記のとおり，おおむね適正な管理運営が行われているものの，業務の水準達成

度の観点から一部に改善を要する点があることから，総括評価は「Ｂ＋」とする。



＜評価基準＞ 

※　業務の要求水準達成度のうち，(3)サービス向上の取組に関する評価を除く。 

 
【参考：総括評価判断フロー】 

全て適正 全て適正 適正

提案なし又は要改善
要改善を含む 要改善を含む

全て適正 全て適正

提案なし又は要改善
要改善を含む

評価対象外

業務の要求水準達成度
に関する評価
※（3）を除く

利用者の満足度
に関する評価

（業務の要求水準達成度のうち）

（3）サービス向上の取組
に関する評価

利用者の満足度
に関する評価

（業務の要求水準達成度のうち）

（3）サービス向上の取組
に関する評価

（業務の要求水準達成度のうち）

（3）サービス向上の取組
に関する評価

C

A+

A

B+

B

 
評価

業務の要求水準達成度に

関する評価※

利用者の満足度に関する

評価

業務の要求水準達成度の

うち，(3)サービス向上の

取組に関する評価

 
 Ａ＋

全ての項目が「適正」であ

る場合 

全ての項目が「適正」であ

る場合 

「適正」である場合

 
Ａ 〃 〃

「要改善」である場合，又

は，提案による取組がない

場合

 
 Ｂ＋

業務の要求水準達成度，利用者の満足度のいずれか一方

に「要改善」がある場合 

「適正」である場合

 
Ｂ 〃

「要改善」である場合，又

は，提案による取組がない

場合

 
Ｃ

「要改善」がある場合 

 

「要改善」がある場合 (3)サービス向上の取組に

ついては，評価の結果にか

かわらず評価対象外



第３　要改善事項に関する指定管理者の取組状況 

 

　本年度の評価において，要改善の判定を受けた事項に関して，その改善に向けた指定管理者の

取組方針等を記載しています。 

　なお，区分の欄中，「新規」の記載がある事項は，本年度の評価で新たに要改善とされた事項で

あり，「継続」の記載がある事項は，昨年度以前の評価においても指摘がなされていたが，改善が

図られず，今年度の評価においても同様の指摘を受けた事項となります。 

 

【参考】 

前年度の評価において，要改善事項とされたもののうち，指定管理者において改善等を図った

事項を記載してあります。 

 
区分

要改善事項 改善に向けた指定管理者

の取組方針等  評価項目 指摘の内容

 － － － －

 要改善事項
改善等の状況

 評価項目 指摘の内容

 ２－(1)－ア 

利用者アンケート

の結果に関すること 

トイレの清潔さにつ

いて，おおむね利用

者の満足を得られて

いるか。 

トイレの清潔さに関する評価に

ついては次のとおり判断基準と照

らして改善が必要と認められる。 

※判断基準 

「とても良い」及び「良い」を合

わせた割合が 50％以上，かつ「悪

い」及び「とても悪い」の割合が

10％以下 

 

「とても良い」及び「良い」の割

合＝52％，「悪い」及び「とても悪

い」の割合＝11％という結果であ

った。

トイレ利用者へ注意喚起看板等を

設置し，利用者のマナー向上に努め

た。また，利用者の多いトイレについ

ては小便器の尿石除去や自動水洗化，

新規トイレには使用前の便器・手洗等

への汚れが付きにくくなるコーティ

ング処理を行い，トイレの清潔さ及び

利便性の向上に努めた。

 ２－(1)－ア 

利用者アンケート

の結果に関すること 

公園内の案内や注

意等の表示につい

て，おおむね利用者

の満足を得られてい

るか。 

公園内の案内や注意等の表示に

関する評価については次のとおり

判断基準と照らして改善が必要と

認められる。 

※判断基準 

「とてもわかりやすい」及び「わ

かりやすい」を合わせた割合が

50％以上，かつ「わかりづらい」及

び「とてもわかりづらい」の割合が

公園によって利用状況や要望内容

が違うため，現場の確認や利用状況の

把握等を行い利用者目線でわかりや

すい内容の注意喚起看板等の早期設

置に努めた。また，古くなったトイレ

のサインや注意喚起看板等について

は早めの撤去・更新を行い，利用者の

利便性及びマナーの向上に努めた。



 10％以下 

 

「とてもわかりやすい」及び「わ

かりやすい」の割合＝47％，「わか

りづらい」及び「とてもわかりづら

い」の割合＝11％ という結果であ

った。

 ２－(1)－ア 

利用者アンケート

の結果に関すること 

 公園協会のイベン

トについて，おおむ

ね利用者の満足を得

られているか。 

公園協会のイベントに関する評

価については次のとおり判断基準

と照らして改善が必要と認められ

る。 

※判断基準 

「とても良い」及び「良い」を合

わせた割合が 50％以上，かつ「悪

い」及び「とても悪い」の割合が

10％以下 

 

「とても良い」及び「良い」の割

合＝20％，「悪い」及び「とても悪

い」の割合＝0％，「参加したことが

ない」の割合＝70％という結果で

あった。

市報やホームページ等にイベント

内容を掲載し積極的な PR に努めた。

また，イベント参加者にアンケートを

実施し，利用者ニーズの把握等を行い

ながら自主事業の充実に努め，アンケ

ート結果については「とても良い」及

び「良い」を合わせた割合が 54％と改

善が認められた。
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第１　管理業務
※補正後

１　収入の部 （単位：円）

予算額 決算額
比較

（決算－予算）
備考

726,690,000 717,167,096 △ 9,522,904 市委託料（指定管理）
275,000 219,100 △ 55,900 各種教室参加者負担金等

9,000,000 7,442,700 △ 1,557,300
9,000,000 4,506,763 △ 4,493,237
8,700,000 8,924,410 224,410

300,000 0 △ 300,000
7,053,000 8,028,157 975,157

600,000 1,824,770 1,224,770 植物公園各種イベント参加費等
20,042,000 19,095,635 △ 946,365 市補助金（団体運営・公益事業）

55,000 183,928 128,928 利息・寄付金・雑収入
781,715,000 767,392,559 △ 14,322,441

２　支出の部 （単位：円）

予算額 決算額
比較

（予算－決算）
備考

１　人件費 203,776,000 197,891,376 5,884,624 福利厚生費等を含む
小計 203,776,000 197,891,376 5,884,624

〇運営費（人件費を除く）
１ 報償費 4,751,000 4,266,600 484,400
２ 旅費 426,000 270,539 155,461
３ 交際費 90,000 40,000 50,000
４ 消耗品費 13,753,000 13,824,166 △ 71,166
５ 燃料費 15,364,000 14,410,149 953,851 ガソリン・軽油，灯油，ガス
６ 食糧費 371,000 174,026 196,974
７ 印刷製本費 3,007,000 3,468,762 △ 461,762
８ 光熱水費 40,787,000 35,896,257 4,890,743 電気，水道
９ 修繕費 21,106,000 20,793,568 312,432
10 通信運搬費 1,225,000 1,712,789 △ 487,789
11 広告料 1,237,000 517,167 719,833
12 手数料 1,726,000 1,927,683 △ 201,683
13 火災保険料 1,429,000 1,324,961 104,039
14 自動車保険料 1,011,000 924,170 86,830

15 委託料 434,992,000 433,940,595 1,051,405
植物管理，施設管理，催事業務，そ
の他

16 使用料及び賃借料 3,944,000 4,390,094 △ 446,094
17 材料仕入高 2,772,000 2,064,282 707,718
18 商品仕入高 7,200,000 5,860,181 1,339,819
19 負担金 691,000 1,102,460 △ 411,460

20 租税公課 21,298,000 18,657,850 2,640,150
重量税，法人税，消費税，都道府
県・市町村民税他

小計 577,180,000 565,566,299 11,613,701
780,956,000 763,457,675 17,498,325

759,000 3,934,884

区分

施設管理受託事業収入
参加者負担金収入
入園料収入
売店収入
喫茶店収入
広告収入
自動販売機物品販売収入
その他事業収入
補助金等収入
その他収入

収入計（Ａ）

区分

〇人件費

支出計（Ｂ）

（Ａ）－（Ｂ）

収支報告書（令和６年度）
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第２　自主事業（庭木教室・自然観察会（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ），自動販売機等物品販売）

１　収入の部 （単位：円）

予算額 決算額
比較

（決算－予算）
備考

275,000 219,100 △ 55,900
150,000 150,000 0

425,000 369,100 △ 55,900

２　支出の部 （単位：円）

予算額 決算額
増減額

（予算－決算）
備考

929,000 849,174 79,826
375,000 420,000 △ 45,000
31,000 0 31,000
90,000 40,000 50,000 造園協会新年会等への参加費

245,000 129,830 115,170
灯籠流し，新聞代，刊行物代，献
花代

140,000 95,664 44,336 来客用のお茶代
16,000 0 16,000

1,819,000 1,082,400 736,600 自販機設置に係る工事費
26,000 15,814 10,186

217,000 0 217,000
10,000 132,000 △ 122,000

282,000 308,840 △ 26,840 市への占用料

70,000 60,000 10,000
観光CV協会，千波湖水質浄化推進
協会

2,500,000 1,488,200 1,011,800 自販機売上げに係る各種税金支払い
7,000 5,679 1,321

17,000 18,700 △ 1,700
6,774,000 4,646,301 2,127,699

△ 6,349,000 △ 4,277,201

区分

受取参加者負担金
補助金

収入計（Ａ）

区分

１ 人件費
２ 報奨費
３ 旅費
４ 交際費

５ 消耗品費

６ 食糧費
７ 光熱水費
８ 修繕費
９ 通信運搬費
10 広告料
11 手数料
12 使用料及び賃借料

13 負担金

14 租税公課
15 火災保険料
16 材料仕入高

支出計（Ｂ）

（Ａ）－（Ｂ）


